
1 
 

 

 

 

 

 

当別町における 

女性職員の活躍の推進に関する 

特定事業主行動計画 
（第２期） 

 

 
令和４年４月 改訂 

当別町 



2 
 

当別町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

令和４年４月１日 

令和６年４月１日一部改定 

当別町 

当別町議会 

当別町代表監査委員 

当別町教育委員会 

当別町農業委員会 

当別町選挙管理委員会 

当別町上下水道事業 

 

当別町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本

計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 

２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）第１９条に基づき策定

する特定事業主行動計画である。                                                                                                                             

 

１．計画期間 

 令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの４年間とする。 

 

２．女性職員活躍の推進に向けた体制整備等 

本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策

定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価

等について協議を行う。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標                       

女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内

閣府令第６１号）第２条に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、

女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 
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１ 採用 

 
●採用した職員に占める女性職員の割合 

 採用人数 うち男性 うち女性 女性の割合 

令和２年 １５人 １０人 ５人 ３３．３％ 

 
（過去３年間の女性職員の割合） 

 平成２９年 平成３０年 令和元年 

女性の割合 ６６．６％ ３３．３％ ３０．０％ 

                            
●採用試験における女性の受験割合 

 受験者数 うち男性 うち女性 女性の割合 

令和２年 ６５人 ５０人 １５人 ２３．０％ 

 

（過去３年間の女性の受験割合） 

 平成２９年 平成３０年 令和元年 

女性の割合 ４０．６％ ２６．６％ ２３．２％ 

 

採用試験受験者のうち計画策定前（平成２６年～平成２８年）の採用した女

性職員に占める割合は平均が９.１％、女性受験者の平均割合が１２．７％であ

ったのに対し、計画策定後（平成２９年～令和元年）の採用した女性職員に占

める割合は平均が４３.３％で３４．２％増、女性受験者の平均割合が３０．１％

で１７．４％増となり、大きく増加傾向となっています。 

 

 
数値目標 

 ・採用した女性職員に占める割合を令和２年実績（３３.３％）以上とする 

・女性受験者の割合を令和２年実績（２３％）以上とする  

 

目標達成のための取り組み 

引き続き、女性の採用試験受験者の拡充を図るため、採用試験の情報を広く 

ＰＲし、多くの人材を確保できるような取り組みに努めます。 
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２ 登用関係 

 
   ●管理的地位にある職員に占める割合 

 男性 女性 計 女性割合 

令和２年度 ３２人    １人 ３３人   ３．１％ 

 

（過去３年間の女性職員の割合） 

 平成２９年 平成３０年 令和元年 

女性の割合 ３．１％ ３．１％ ０％ 

 

●各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

令和２年度 男性 女性 計 女性の割合 

部長職 １１人   ０人 １１人       ０％ 

課長職 ２１人   １人 ２２人    ４．５％ 

主幹職 １３人   ３人 １６人 １８．７％ 

係長職 ３３人 １５人 ４８人 ３１．２％ 

主任・主事職 ６５人 ４０人 １０５人 ３８．０％ 

 

（過去３年間の女性職員の割合） 

女性の割合 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

部長職 １２．５％ １２．５％ ０％ 

課長職 ０％ ０％ ０％ 

主幹職 ２１．７％ ２０．０％ １５．３％ 

係長職 ２７．２％ ２７．０％ ３０．０％ 

主任・主事職 ３９．７％ ２１．０％ ３９．３％ 

 
管理的地位にある職員のうち計画策定前（平成２６年～平成２８年）の女性

の平均割合が５．１％、計画策定後（平成２９年～令和元年）の女性の平均割

合が２．１％であり、やや低下傾向となっています。 

 
数値目標 

  ・管理的地位にある職員に含める女性の割合を令和２年実績（３ .１％） 

以上とする 

 
目標達成のための取り組み 

女性職員が意欲的に勤務を行えるよう、各種セミナーや研修の開催情報を 

周知案内し、積極的に参加できるよう職場環境の整備に努めます。 
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３ 長時間勤務関係 

 

●職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

令和２年度（対象職員人数２２７人）                （単位：時間） 

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

月平均 １２．６ １１．２ ９．４ ７．３ ６．３ ７．９ 

 

区 分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

月平均 ５．６ ９．２ ６．８ ７．２ ７．５ １２．８ 

 
・年間合計時間（１人当たり） １０３．８時間 

 

（過去３年間の年間超過勤務合計時間） 

 平成２９年度 
（対象職員人数 193 人） 

平成３０年度 
（対象職員人数 181 人） 

令和元年度 
（対象職員人数 192 人） 

年間合計時間 

（１人当たり） 
１５３．９時間 １６５．３時間 １７１．１時間 

 

●有給休暇取得状況 

令和２年 １１．３日 

 

（過去３年間の取得状況） 

平成２９年 平成３０年 令和元年 

１１．１日 １１．６日 １０．８日 

 

職員１人あたりの年間超過勤務時間は計画策定前（平成２６年～平成２８年）

の平均時間が１４６．３時間であったのに対し、計画策定後（平成２９年～令

和元年）の平均時間が１６３.４時間で１７.１時間増となり、やや増加傾向と

なっています。 

有給休暇の取得は計画策定前（平成２６年～平成２８年）の平均取得日数が

１１.２日であったのに対し、計画策定後（平成２９年～令和元年）の平均取得

日数が１１.２日であり、横ばいとなっています。 
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数値目標 

  ・年間の平均超過勤務時間を１２０時間以下に縮減すること  

・職員の年次有給休暇の平均取得日数１３日以上とすること 

 
目標達成のための取り組み 

全ての職員が超過勤務縮減の意識を深めるため、ノー残業デー（毎週水曜 

日、金曜日）設定のほか、時間外縮減の強調運動期間や一斉消灯日の設定な 

どの取り組みを継続して行い、超過勤務縮減に努めます。 

また、管理職は自ら率先して休暇を取得する等、休暇を取得しやすい職場 

の雰囲気づくりに努め、有給休暇取得僅少者及びその管理職には個別に取得 

の促しを行います。 
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４ 家事・育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 

 

●男女別育児休業取得率 

令和２年 対象職員人数 取得人数 取得率 

男性 ７人 １人 １４．４％ 

女性 ０人 ０人 ０％ 

 

（過去３年間の取得率） 

 平成２９年 平成３０年 令和元年 

男性 ０％ ０％ ２５％ 

女性 １００％ １００％ １００％ 

 

 

●男性職員の配偶者出産休暇取得率 

 対象職員人数 取得人数 取得率 

令和２年度 ７人 ５人    ７１．４％ 

 

（過去３年間の取得率） 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

９０％ １００％ １００％ 

 

 

●平均した継続勤務年数 

 男性職員 女性職員 全職員 

令和２年度 １５．１年 １７．２年 １５．６年 

 

（過去３年間の勤続年数） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

男性 １６．５年 １６．０年 １４．７年 

女性 ２１．６年 ２０．９年 １７．６年 

全職員 １７．９年 １７．４年 １２．２年 
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男性の育児休業取得率は計画策定前（平成２６年～平成２８年）の平均取得

率が０％であったのに対し、計画策定後（平成２９年～令和元年）の平均取得

率が８.３％で８.３％増となり、やや増加傾向となっています。 

男性の配偶者出産休暇取得率は計画策定前（平成２６年～平成２８年）の平

均取得率が３８.１％であったのに対し、計画策定後（平成２９年～令和元年）

の平均取得率が９６.７％であり、ほとんどの男性が取得することができていま

す。 

全職員の継続勤務年数は計画策定前（平成２６年～平成２８年）の平均継続

勤務年数が１９．１年であったのに対し、計画策定後（平成２９年～令和元年）

の平均継続勤務年数が１５．８年であり、減少傾向にありますが計画策定後（平

成２９年～令和元年）女性の平均継続勤務年数は２０．１年であり全職員の平

均継続勤務年数を上回っています。 

 

 
数値目標 

 ・男性職員の一週間以上の育児休業の取得割合を８５％以上にすること  

 ・男性職員の配偶者出産休暇の取得割合１００％にすること 

 

目標達成のための取り組み 

出産を控えている全ての男女に対し、配偶者出産休暇、育児休業等の周知と

共に活用促進を行い、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が取れ

るよう休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

 

 

 

 

５ セクシュアル・ハラスメント等対策の整備 

令和２年３月に「当別町職員に係る懲戒処分の指針」を策定し、セクシュア

ル・ハラスメント等があった場合には指針に沿って対応します。 

また、令和３年４月に「当別町職員としての基礎知識の手引き」を策定し、

セクシュアル・ハラスメント等防止について啓発を行いました。 

 

 


